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〔個別施設計画〕

第７次小樽市総合計画（令和元年10月）

［小樽市自治基本条例］
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［都市計画法］

〇第２次小樽市都市計画マスタープラン
（令和２年２月）［都市計画法］

〇小樽市立地適正化計画

（策定中）[都市再生特別措置法]

第2次小樽市緑の基本計画

［都市緑地法第４条］
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〔関連計画〕〔個別計画〕
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〇計画の位置付け

（令和５年３月）

〇第１回策定委員会 (令和３年１１月１２日) 緑の基本計画の概要、緑の現況と課題
〇第２回策定委員会 (令和４年 ５月１３日) 計画の基本方針と目標、公園・緑地の配置方針
〇第３回策定委員会 (令和４年 ８月 ５日) 計画の体系と施策、計画の体制と管理
〇第４回策定委員会 (令和４年１１月１８日) 素案
〇第５回策定委員会 (令和５年 ２月１７日) パブリックコメント結果報告

１ 緑の基本計画と都市計画法との関係等

開催状況

〇第２次小樽市緑の基本計画策定委員会
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〔関連計画〕
〇小樽市環境基本計画
（平成２７年２月）［環境基本法］

〇小樽市景観計画
（平成２１年２月） [景観法]
〇その他計画



（本計画）地域区分図（９地域）（前計画）住区設定図（２４住区）

〇地域区分
地域区分については、第２次小樽市都市計画マスタープランを基本として、9地域に設定しました。

〇変更理由
前計画では、新規の都市公園整備を検討するに当たり、都市計画基礎調査における地区区分を基本として２４住区に

設定していた。
本計画では、第２次小樽市都市計画マスタープランにおける、地勢や生活圏のまとまりなどを考慮してまちづくりの基本的

単位とした９地域に設定しました。

地域区分図

現 況

(平成 27 年)

目 標 年 次

(令和14 年)

都市計画区域人口

一 人 当 た り の

目 標 水 準

都市公園 10.6 ㎡/人 19.8 ㎡/人

都市公園等 18.7 ㎡/人 31.３ ㎡/人

現 況

(平成 10 年)

目 標 年 次

(平成 32 年)

都市計画区域人口

一 人 当 た り の

目 標 水 準

都市公園 8.2 ㎡/人 12 ㎡/人

都市公園等 13.5 ㎡/人 19 ㎡/人

〇都市公園等の施設として整備すべき公園・緑地の目標水準
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２ 前計画からの主な変更点等

(前計画) (本計画)

※都市公園等とは、都市公園に公共施設緑地(港湾緑地や学校グラウンドなど)を加えたものです。

※一人当たりの面積が増加する主な要因
（前計画） 公園・緑地の整備を進めることにより増加。
（本計画） 現状の公園・緑地の保全に努め、面積はほぼ現状維持とし、将来人口の減少を見込むことにより増加。



公園・緑地は小樽市公園施設長寿命化計画等に基づき、日常的な点検や維持保全により公園施設の
安全性確保や機能保全を図りつつ、適正な時期に補修若しくは更新を行うなど、計画的な公園施設の維持
管理に努めます。
・公園施設の維持管理については、事故防止を最優先するため、法令に基づく定期点検のほか日常点検を
実施し、安全性の確保に努めます。
・樹木の落枝や倒木による被害の発生を防止するため、公園・緑地の日常点検に合わせて状況把握を行い、
必要に応じて剪定や伐木のほか、補植による維持管理に努めます。

計画の推進管理は、計画の策定（Plan）、施策の実施（Do）、進捗状況などの検証・評価
（Check）、評価に基づいた改善策（Action）を検討するPDCAサイクルによる管理を行います。 そし
て、定期的に施策の進捗状況や問題点などを検証し、関係部局と連携を図り、本計画の推進に努めま
す。

評価を踏まえ、改善策を検討
する。

評価を踏まえ、改善策を検
討する。

計画の策定。
また、社会情勢の変化や施策
の進捗状況などにより、計画を
変更する必要が生じた場合は、
見直しを行う。

施策を継続して実施できるよ
うに体制・仕組みを整え、計
画の推進に努める。

【ＰＤＣＡサイクル】

〇公園・緑地の維持管理

実行

第２次小樽市公園施設長寿命化計画

〇計画の推進管理
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